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特定医療費（指定難病）医療受給者証の更新案内が届いたら 

 

 ＊１ 鳥取大学医学部附属病院がかかりつけの方は、本館１階「診断書受付窓口」へ依頼してください 

    他の病院がかかりつけの方は、各病院の診断書作成担当窓口へ依頼してください 

 ＊２ 共済組合（国・地方とも）に加入しておられる方は、「同意書」も必要です 

 ＊３ 鳥取県内の各保健所問い合わせ先は以下の通りです 

 名称 電話番号 

東部 鳥取市保健所 保険医療課 0857-30-8532 

中部 鳥取県中部総合事務所 

倉吉保健所 医薬・感染症対策課 

0858-23-3142 

西部 鳥取県西部総合事務所 

米子保健所 医薬・感染症対策課 

（更新手続き専用） 

0859-31-9977 

 

支給認定申請書の記載内容に

変更がないか確認する

「臨床調査個人票」の作成依頼をする

最初に診断を受けた病院に作成依頼する＊1

必要書類＊2をまとめて、住所を

管轄する保健所＊3へ郵送する

手続きについてご不明な点は 

直接各保健所へお問い合わせください 

変更があれば追加の添付書類が必要になります 


